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第１章 事業の概要 

 

１ 入札に付する事項 

（１）事業名称 

鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業 06-DK-11 

 

（２）事業目的 

鎧畑及び田沢湖発電所は、建設後 60 年以上が経過し、設備全体の老朽化が進行して

いることから、老朽化した発電設備等について、フィードインプレミアム制度（以下

「FIP 制度」という。）の新設区分に適用する大規模改良事業を実施するものである。 

また、設計・施工一括発注方式を採用し、設計段階から施工業者が参画することで、

施工のノウハウや創意工夫等を設計に最大限反映させ、事業期間の短縮、コスト縮減、

新技術の導入による維持管理の効率化等を図りつつ、安定的な電力供給を目指すもの

である。 

 

（３）事業概要 

設計・施工一括による発電所の大規模改良 

調査・設計業務 一式 

建設業務    一式 

 

（４）事業場所 

鎧畑発電所 

取水口周辺：秋田県仙北市田沢湖田沢字牛台 

導水路：秋田県仙北市田沢湖田沢字牛台～字鎧畑 

発電所周辺：秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑 

田沢湖発電所 

取水口周辺：秋田県仙北市田沢湖田沢字見附田（田沢湖取水口） 

発電所周辺：秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前 

 

（５）事業期間 

契約締結日の翌日から受注者の提案日までとする。ただし、以下の条件のほか、要求

水準書に記載の事項を遵守すること。 

 FIP認定の取得日の翌日から２年以内に既設発電設備を廃止すること。 

 工期の終期は、令和 14年３月 10日を超えないものとすること。 

 

（６）予定価格 

24,121,526,000円（税込） 
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２ 根拠とすべき法令等 

本事業の実施に当たり、根拠とすべき主な関連各種法令等は、以下のとおり。 

 

（１）法令 

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23

年法律第 108号） 

 電気事業法（昭和 39年法律第 170号） 

 河川法（昭和 39年法律第 167号） 

 特定多目的ダム法（昭和 32年法律第 35号） 

 河川管理施設等構造令（昭和 51年政令第 199号） 

 砂防法（明治 30年法律第 29号） 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号） 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 52号） 

 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 50号） 

 電気関係報告規則（昭和 40年通商産業省令第 54号） 

 電気用品安全法（昭和 36年法律第 234号） 

 電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号） 

 電波法（昭和 25年法律第 131号） 

 高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

 消防法（昭和 23年法律第 186号） 

 危険物の規制に関する政令（昭和 34年政令第 306号） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

 環境基本法（平成５年法律第 91号） 

 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

 大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号） 

 騒音規制法（昭和 43年法律第 98号） 

 振動規制法（昭和 51年法律第 64号） 

 土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 

 労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

 労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号） 

 ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47年労働省令第 33号） 

 クレーン等安全規則（昭和 47年労働省令第 34号） 

 道路法（昭和 27年法律第 180号） 

 道路交通法（昭和 35年法律第 105号） 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号） 

 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48号） 

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54年法律第 49号） 

 ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律第 105号） 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（昭和 12 年法律第 100 号） 
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 計量法（平成４年法律第 51号） 

 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号） 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年

法律第 57号） 

 気象業務法（昭和 27年法律第 165号） 

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13年

法律第 65号） 

 石綿障害予防規則（平成 17年厚生労働省令第 21号） 

 森林法（昭和 26年法律第 249号） 

 文化財保護法（昭和 25年法律第 214号） 

 景観法（平成 16年法律第 110号） 

 

（２）規格・規程等 

 日本産業規格（JIS）  

 電気規格調査会標準規格（JEC）  

 日本電気工業会標準規格（JEM）  

 日本電線工業会標準規格（JCS）  

 日本照明器具工業会規格（JIL）  

 電子情報技術産業協会規格（JEITA）  

 電気技術規格（JEAC） 

 電気技術指針（JEAG）  

 圧力容器構造規格（中央労働災害防止協会）  

 クレーン構造規格（中央労働災害防止協会）  

 電気機械器具防爆構造規格（中央労働災害防止協会）  

 発変電規程（一般社団法人日本電気協会）  

 電気保安通信規程（一般社団法人日本電気協会）  

 内線規程（一般社団法人日本電気協会）  

 系統連系規程（一般社団法人日本電気協会）  

 高圧受電設備規程（一般社団法人日本電気協会） 

 

（３）要綱、基準等 

 河川砂防技術基準（国土交通省）  

 ダム堰施設技術基準（案）(国土交通省)  

 発電用水力設備の技術基準と官庁手続き（一般社団法人電力土木技術協会）  

 コンクリート標準示方書（公益社団法人土木学会）  

 道路橋示方書（公益社団法人日本道路協会）  

 道路土工カルバート工指針（公益社団法人日本道路協会）  

 道路土工擁壁工指針（公益社団法人日本道路協会）  

 道路土工切土工斜面安定工指針（公益社団法人日本道路協会）  

 道路土工仮設構造物工指針（公益社団法人日本道路協会）  

 道路土工盛土工指針（公益社団法人日本道路協会）  

 水門鉄管技術基準（一般社団法人電力土木技術協会）  

 建設機械施工安全技術指針（国土交通省）  
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 土木工事安全施工技術指針（国土交通省）  

 建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省）  

 建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省）  

 電気協同研究（一般社団法人電気協同研究会）  

 電力品質確保に係る系統連系技術要件のガイドライン（資源エネルギー庁）  

 河川構造物の耐震性能照査指針（水管理国土保全局治水課）  

 水力発電設備の耐震性能照査マニュアル（経済産業省原子力安全保安院）  

 系統アクセス検討基準（東北電力ネットワーク株式会社）  

 電子納品運用ガイドライン等の運用（秋田県建設部） 

 工事監督におけるワンデーレスポンスの手引き(秋田県建設部)  

 土木工事等における情報共有システム運用ガイドライン(秋田県建設部) 

 レディーミクストコンクリート単位水量測定要領(案)（国土交通省） 

 秋田県公営企業建設工事監督及び検査要綱（秋田県公営企業課） 

 

（４）関係仕様書等 

 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省）  

 電気設備工事施工管理基準（案）及び規格値（国土交通省）  

 公共建築工事標準仕様書（国土交通省） 

 公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省）  

 土木工事共通仕様書（国土交通省） 

 設計業務等共通仕様書（秋田県建設部）  

 土木工事共通仕様書（秋田県建設部） 

 土木工事施工管理基準（秋田県建設部）  

 秋田県電気事業保安規程（秋田県公営企業課） 

 電気共同研究（電気共同研究会） 
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第２章 入札参加資格に関する事項 

 

１ 入札参加者の構成 

(1) 入札に参加できる者は、単独の企業又は複数の企業（以下「構成員」という。）か

ら構成される特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）のいずれか

とする。 

(2) 入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、調査・設計業務及び建設業

務を実施するものとする。 

(3) 入札参加者が共同企業体である場合、代表となる企業（以下「代表者」という。）

を定めるものとする。代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う

必要があるとの観点から、出資比率が構成員中最大とする。また、各構成員の出資

比率の下限は、建設業務を実施する者に限り設けるものとし、建設業務を実施する

者の均等割の 10分の６とする。（例：共同企業体の構成員として、建設業務を実施

する者が２者含まれる場合、均等割（２分の１）の 10分の６は、1/2×6/10＝30％

であり、当該２者はそれぞれ 30％以上出資する必要がある。） 

(4) 参加表明書及び参加資格確認申請書等の提出（以下「参加表明」という。）以降に

おいて、代表者及び代表者以外の構成員の変更は認めない。ただし、変更せざるを

得ないやむを得ない事情が生じた場合で、県が変更を認めた場合はこの限りでは

ない。なお、入札参加者が２の参加資格要件を満たさなくなった場合、入札参加者

は、県に速やかに通知しなければならない。 

(5) 入札参加者及び当該入札参加者と資本又は人事等において一定の関連のある者

（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第３号又は第４号に規定する親会社・子

会社の関係がある場合をいう。以下同じ。）は、同時に当該他の入札参加者となる

ことはできないものとする。 

 

２ 入札参加者の参加資格要件 

（１）共通参加資格要件 

入札参加者（共同企業体の場合は、その構成員）は、以下の要件を全て満たしてい

なければならないものとする。 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。 

入札参加者が単独の企業の場合はその企業が、共同企業体の場合は代表者が、建

設業法（昭和 24年法律第 100号）第 27条の 23の規定による経営事項審査を受

けている者であること。また、単独の企業又は共同企業体の代表者は、建設業法

施行規則（昭和 24年度建設省令第 14号）第 21条の３により算出される、直近

の土木一式工事の総合評定値が、1,040点以上であること。 

参加表明日から落札者決定の日までの間において、秋田県建設工事入札参加者

指名停止基準（平成６年９月 13日監－848）に基づく指名停止措置又は指名の基

準に関する運用基準について（平成６年３月 30日監－1781）により指名差し控

えの措置を受けていない者であること。 

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定により更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規
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定により再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

秋田県暴力団排除条例（平成 23年秋田県条例第 29号）第２条に規定する暴力団

員及び暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 

消費税、地方消費税及び秋田県税の滞納がない者であること。加えて、社会保険

に加入し、社会保険料に滞納がない者（適用除外事業所を除く）であること。 

本事業の発注者支援業務である「鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業に係る

アドバイザリー業務委託」の受注者及びその協力会社である、株式会社日本総合

研究所、株式会社日本インシーク及び西村あさひ法律事務所・外国法共同事業並

びにこれらの者と資本又は人事等において一定の関連のある者でないこと。 

第３章３に示す委員会の委員が属する組織又は当該組織と資本若しくは人事等

において一定の関係のある者でないこと。 

 

（２）個別参加資格要件（建設業務に関する要件） 

入札参加者は、単独企業の場合、以下のアからエの要件を満たしていなければならな

いものとする。共同企業体の場合、代表者が以下のアからエの要件を満たし、その他の

者は、以下のア、イ及びオの要件を満たすこと。 

 

秋田県一般競争入札参加資格者名簿の一般土木工事に登録されていること。 

当該名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時

までに、当該名簿の資格審査申請がなされたうえで、入札書等及び提案審査書類の

提出までに登録完了していれば支障ないこととする。なお、参加表明時までに令和

６年度秋田県建設業者等級格付名簿に登載されている者で、県が定める総合評定

値以上である者は、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するため、当該名簿

への資格審査申請は不要である。 

建設業法（昭和 24年法律第 100号）第３条の規定に基づく土木工事に係る特定建

設業の許可を受けていること。 

以下の工事を元請で実施した実績を有すること。ただし、参加表明時までに引渡し

が完了していること。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％

以上のものに限る。 

・ 発電最大出力が 5,000kW以上の水力発電所の新設又は大規模改良工事 

なお、水力発電所の一部の工事についても実績として容認するが、水力発電所

を構成する主たる施設や設備（ダム、取水設備、導水路、水圧管路、調圧水槽、

放水路、水車発電機）の工事を含んでいるものとする。 

監理技術者として、１級土木工事施工管理技士に合格した者又は技術士法（昭和 58

年法律第 25号）第４条第１項の規定による第２次試験のうち技術部門を建設部門

又は総合技術監理部門（建設部門）に合格した者のいずれかの資格を有し、かつ、

監理技術者資格者証（土木工事）及び監理技術者講習修了履歴を有する者であって、

直接的かつ恒常的な雇用関係（参加表明時において雇用期間が３ヶ月以上経過し

ていることをいう。）にある者を専任で配置することができること。ただし、現場

施工に着手するまでの期間等、「監理技術者等の工事現場における専任配置等につ

いて」（平成 16年３月 31日建管－3097）で定める期間は、工事現場への専任を要

しない。 

主任技術者として、１級土木工事施工管理技士に合格した者又は技術士法（昭和 58
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年法律第 25号）第４条第１項の規定による第２次試験のうち技術部門を建設部門

又は総合技術監理部門（建設部門）に合格した者であって、直接的かつ恒常的な雇

用関係（参加表明時において雇用期間が３ヶ月以上経過していることをいう。）に

ある者を専任で配置することができること。ただし、現場施工に着手するまでの期

間等、「監理技術者等の工事現場における専任配置等について」（平成 16年３月 31

日建管－3097）で定める期間は、工事現場への専任を要しない。 

 

（３）個別参加資格要件（調査・設計業務に関する要件） 

調査・設計業務のみを実施する企業を入札参加者に含める場合、以下のア及びイの要

件を満たすものとする。 

 

秋田県一般競争入札参加資格者名簿の土木関係建設コンサルタント業務のうち電

力土木に登録されていること。 

当該名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時

までに、当該名簿の資格審査申請がなされたうえで、入札書等及び提案審査書類の

提出までに登録完了していれば支障ないこととする。なお、参加表明時までに令和

６年度秋田県建設コンサルタント業務等入札参加資格者名簿の土木関係建設コン

サルタント業務のうち電力土木に登載されている者は、秋田県一般競争入札参加

資格者名簿に登載するため、当該名簿への資格審査申請は不要である。 

建設コンサルタント登録規程（昭和 52年建設省告示第 717号）第２条第１項の規

定による電力土木部門の登録を受けていること。 

 

（４）水車、発電機等を納入する者に関する特則 

入札参加者は、その入札参加者又は協力企業において、水車、発電機等を納入する者

を含めるものとする。 

 

ア 水車、発電機等を納入する者 

水車、発電機等を納入する者とは、以下の（ア）から（ウ）のいずれかを指す。 

 

水車、発電機等を製作する者 

水車、発電機等を製作者から購入のうえ、当該水車、発電機等を受注者に納

める者 

水車、発電機等を製作者から購入のうえ、当該水車、発電機等の据え付け工

事を行う者 

 

イ 水車、発電機等を納入する者を入札参加者に含める場合 

水車、発電機等を納入する者を入札参加者に含める場合は、以下の（ア）から（ウ）

の要件を満たすものとする。 

 

(ア)秋田県一般競争入札参加資格者名簿の電気工事に登録されていること。 

当該名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表

明時までに、当該名簿の資格審査申請がなされたうえで、入札書等及び提案

審査書類の提出までに登録完了していれば支障ないこととする。なお、参加
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表明時までに令和６年度秋田県建設業者等級格付名簿に登載されている者

で、県が定める総合評定値以上である者は、秋田県一般競争入札参加資格者

名簿に登載するため、当該名簿への資格審査申請は不要である。 

(イ)建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定に基づく電気工事

に係る特定建設業の許可を受けていること。 

(ウ)監理技術者として、１級電気工事施工管理技士に合格した者又は技術士法

（昭和 58年法律第 25号）第４条第１項の規定による第２次試験のうち技術

部門を電気電子部門若しくは建設部門又は総合技術監理部門（電気電子部門

若しくは建設部門）に合格した者のいずれかの資格を有し、かつ、監理技術

者資格者証（電気工事又は土木工事）及び監理技術者講習修了履歴を有する

者であって、直接的かつ恒常的な雇用関係（参加表明時において雇用期間が

３ヶ月以上経過していることをいう。）にある者を専任で配置することがで

きること。ただし、「監理技術者等の工事現場における専任配置等について」

（平成 16年３月 31日建管－3097）で定める期間は、工事現場への専任を要

しない。 

 

ウ 水車、発電機等を納入する者を協力企業に含める場合 

水車、発電機等を納入する者を協力企業に含める場合は、様式集及び提案記載要

領で定める参加確約書を参加表明時において提出するものとする。 

 

３ 参加資格確認基準日 

参加資格確認基準日は、参加表明書及び参加資格確認申請書等の提出期限日とする。 

なお、参加資格確認基準日の翌日から落札者決定の日までの間に、入札参加者が参加資

格を満たさなくなったと認められる場合、県はその時点で当該入札参加者の提案審査書

類を無効とする。 

 

４ 秋田県一般競争入札参加資格者名簿への登録 

秋田県一般競争入札参加資格者名簿への登録を行う者は、（１）より資格審査申請書を

入手し、必要事項を記入の上、（２）の提出先へ提出すること。 

なお、建設業務を担う者及び水車・発電機等を納入する者については、令和６年度秋田

県建設業者等級格付名簿に登載されている者で、県が定める総合評定値以上である者は、

秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するため、当該名簿への資格審査申請は不要

である。また、調査・設計業務を担う者については、令和６年度秋田県建設コンサルタン

ト業務等入札参加資格者名簿における土木関係建設コンサルタント業務のうち電力土木

に登録されている者は、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するため、当該名簿へ

の資格審査申請は不要である。 

 

（１）申請の手引き及び申請書の入手先 

県の公式ホームページ「美の国あきたネット」－部署別－建設部－建設政策課－建設

業チーム－令和 6 年度秋田県一般競争入札（特定調達契約）参加資格審査申請について 

 

（２）提出先 

〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目 1-1 
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秋田県建設部建設政策課建設業チーム 

電話番号  018-860-2425 

 

（３）申請期間 

令和６年６月５日（水）午後５時まで 
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第３章 入札に関する事項 

 

１ 入札に関する基本的な考え方及び選定方法 

本事業は、電気・機械・土木等の工種や、技術・ノウハウが多岐にわたる複合的な工事

であり、コスト縮減や工期・発電停止期間の短縮等を図るとともに、令和７年度中の FIP

認定を確実に取得する必要がある。 

よって、本事業を実施する民間事業者には、調査・設計業務及び建設業務はもとより、

電力その他専門的な知見を含め、ノウハウ・創意工夫を発揮し、効率的・効果的なサービ

スを提供することを期待している。したがって、価格のほかに、価格以外の技術的な要素

等を総合的に評価する総合評価落札方式による一般競争入札を実施する。 

なお、本事業は WTO政府調達協定（平成６年４月 15日マラケシュで作成された政府調

達に関する協定）の対象であり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令（平成７年政令第 372号）が適用される。 

 

２ 入札説明書等 

本事業の入札のため開示する資料は、以下のとおり（(１)から(７)を総称して、以下「入

札説明書等」という。）。 

 

(１) 入札説明書 

(２) 要求水準書 

(３) 落札者決定基準 

(４) 様式集及び提案記載要領 

(５) 設計・施工請負契約書（案） 

(６) モニタリング基本計画書 

(７) 守秘義務対象資料 

 

３ 総合評価審査委員会の設置 

本事業の落札者の選定を行うに当たり、県は、以下の有識者等からなる「総合評価審査

委員会」を設置する。 

 

氏名 所属・役職等 

喜田 勝彦 公営電気事業経営者会議事務局長 

今野 速太 秋田県仙北地域振興局建設部長 

成田 直幸 秋田県産業労働部発電所建設室長 

山口 直也 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授 

渡邉 一也 
秋田大学大学院理工学研究科システムデザイン工学専攻土木

環境工学コース准教授 

 

なお、入札参加者が、落札者決定までに総合評価審査委員会の委員に対し、本事業に関

連した接触等の働きかけ（金銭の支払いその他の便宜供与を含む。）を行った場合は入札

参加資格を失う。 
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４ 入札手続き及び日程 

入札に関する手順及びスケジュールは、以下を予定している。 

時期 内容 

令和６年４月 23日 入札説明書等の公表（入札公告） 

令和６年５月 10日 入札説明書等（参加資格）に関する質問の受付締切 

令和６年５月 17日 入札説明書等（参加資格以外）に関する質問の受付締切 

令和６年５月 24日 入札説明書等（参加資格）に関する質問への回答の公表 

令和６年６月５日 
守秘義務の遵守に関する誓約書の提出の受付締切 

参加表明書及び参加資格確認申請書等の提出の受付締切 

令和６年６月 11日 入札説明書等（参加資格以外）に関する質問への回答の公表 

令和６年６月 26日 参加資格確認結果の通知 

令和６年７月上旬 現地調査の開催 

令和６年７月から 

令和６年９月まで 
対面式対話の実施 

令和６年 12月４日 入札書等及び提案審査書類の提出の受付締切 

令和７年２月上旬 開札 

令和７年２月上旬 提案審査書類の内容に関するプレゼンテーション等の実施 

令和７年２月下旬 落札者の決定及び公表 

令和７年３月中 契約の締結 

 

５ 入札説明書等の配布 

令和６年４月 23 日（火）から令和６年 12 月３日（火）まで、県の公式ホームページ

「美の国あきたネット」公営企業課ページ（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genr

e/14199）への掲載により、入札説明書等を配布するものとする。 

 

６ 契約事項を示す場所 

  ５に同じ。 

 

７ 入札手続き 

（１）入札説明書等に関する質問の受付及び回答の公表 

入札説明書等に関する質問については、以下のとおり参加資格に関連する事項と、そ

れ以外を、それぞれ別の時期において受付のうえ回答する。 

 

ア 受付期限 

（ア）参加資格に関する事項 

令和６年５月 10日（金）午後５時まで 

 

（イ）参加資格以外に関する事項 

令和６年５月 17日（金）午後５時まで 

 

イ 提出方法 

質問がある場合は、様式集及び提案記載要領に定める質問書に質問内容を記載

し、電子メールアドレスに質問書を添付してメール送信すること。また、送信後
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には電話で県が受信したことを確認すること。 

ウ 提出先 

第３章 10のとおり 

 

エ 回答方法 

入札説明書等に関する質問及び回答は、参加資格に関する事項について令和６年

５月 24日（金）まで、参加資格以外に関する事項について令和６年６月 11日（火）

までに、県の公式ホームページ「美の国あきたネット」公営企業課ページ（https:

//www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14199）に掲載する。質問及び回答は、質問

者名を伏せた上で掲載する予定だが、その内容は基本的に公開されるため、その点

を承知した上で質問を行うこと。 

 

（２）守秘義務対象資料の配布 

本事業における入札に関する検討を目的として、守秘義務対象資料の配布を求める

者は、以下のとおり様式集及び提案記載要領に定める守秘義務の遵守に関する誓約書

を提出すること。 

県は、守秘義務の遵守に関する誓約書を受理した後、内容を確認次第、守秘義務対象

資料一式の電子媒体（DVD-Rを予定）を着払いにより発送する。 

 

ア 受付期限 

令和６年６月５日（水）午後５時まで 

 

イ 提出方法 

持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。 

 

ウ 提出先 

第３章 10のとおり 

 

（３）参加表明及び参加資格確認に関する手続き 

入札参加者は、様式集及び提案記載要領で定める参加表明書及び参加資格確認申請

書等を以下のとおり提出し、県の参加資格確認を受けなければならない。 

 

ア 受付期限 

令和６年６月５日（水）午後５時まで 

 

イ 提出方法 

持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。 

 

ウ 提出先 

第３章 10のとおり 

 

エ 参加資格の確認の通知 

入札参加資格の有無の確認の結果は、令和６年６月 26日（水）までに、個別に
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通知する。なお、入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札に参加するこ

とができない。 

オ 参加資格が無いと認めた者の理由の説明の要求 

(ア)入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理

由について、令和６年６月 27 日（木）から令和６年７月３日（水）午後５

時までに、文書（様式は任意）により説明を求めることができる。 

(イ)理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、令和６年７月８

日（月）までに、文書により行うものとする。 

 

（４）現地調査 

参加資格要件を満たしていると認めた入札参加者及びその協力企業を対象とした現

地調査を開催する。詳細については、参加資格確認結果と併せて通知する。 

 

（５）対面式対話の実施 

参加資格要件を満たしていると認めた入札参加者を対象に、本事業の目的や求める

要求水準への理解を深めること等を目的として対面式対話を実施する。回数は２回を

想定しているが、県が必要と認めた場合は追加で実施する可能性もある。詳細について

は、参加資格確認結果と併せて通知する。 

 

（６）入札書等及び提案審査書類の受付 

参加資格要件を満たしていると認めた入札参加者は、様式集及び提案記載要領で定

める入札書等及び提案審査書類を以下のとおり提出するものとする。 

 

ア 受付期間 

令和６年 11 月 27日（水）から令和６年 12月４日（水）までの午前９時から午

後５時まで 

 

イ 提出方法 

持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。 

なお、代理人が持参する場合、様式集及び提案記載要領で定める委任状を提出

すること。 

 

ウ 提出先 

第３章 10のとおり 

 

（７）開札 

開札の日時及び場所は、以下のとおりとする。 

 

ア 開札日時 

令和７年２月上旬 

日時の詳細は、入札書の提出者に対し個別に通知する。 

 

イ 開札場所 
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第３章 10のとおり 

 

（８）入札に関する留意事項 

入札に関する留意事項は、以下のとおりである。 

 

ア 入札の方法 

落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100 分の 10

に相当する額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

イ 入札の回数 

入札の執行回数は、１回とする。 

 

ウ 事業費内訳書の提出 

入札参加者は、入札書に記載する入札金額に対応した事業費内訳書を添付して入

札すること。 

事業費内訳書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。また、事業費内

訳書の内容に不備がある場合、原則として当該者の入札を無効とする。 

 

エ 参加資格確認結果の通知の写しの提出 

入札参加者は、（３）エによる参加資格確認結果の通知の写しを提出すること。 

 

（９）提案審査 

提案審査書類の提出者に対し、プレゼンテーションの実施及び総合評価審査委員会

による提案審査書類に対するヒアリングへの出席を求める。これらの日時等の詳細は、

提案審査書類の提出者に対し個別に通知する。 

 

（１０）落札者の決定 

入札書に記載された入札金額が予定価格に 110 分の 100 を乗じた価格を超えていな

い者のうち、総合評価値が最も高い者を落札者とする。なお、総合評価値が同点の場合

は、くじ引きにより落札者を決定する。詳細は落札者決定基準による。 

 

（１１）入札の中止等 

県は、公正に入札を執行できないと認められる場合、あるいは競争性が確保できない

と認められる場合には、入札の執行を延期又は中止することがある。 

この場合、県は、速やかにその旨を県の公式ホームページ「美の国あきたネット」公

営企業課ページ（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14199）において公表す

る。なお、この場合であっても入札の準備に要した費用は各入札参加者の負担とする。 

 

（１２）入札参加の辞退 

入札参加を辞退する場合は、様式集及び提案記載要領で定める入札辞退届を以下の



15 

とおり提出すること。 

 

ア 提出方法 

持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。 

イ 提出先 

第３章 10のとおり 

 

（１３）入札の無効 

次に掲げる入札は無効とする。 

 

入札参加資格のない者又は虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札 

落札者決定の日までの間に入札参加資格の要件を満たさなくなった者のした入

札 

入札保証金を納付しない者、その金額に不足のある者又は入札保証金納付免除

が承認されなかった者のした入札 

同一の入札において２以上の入札をした者の入札 

同一の入札について２以上の入札者の代理人となった者の入札 

談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札 

入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札、または首標金

額を訂正した入札 

委任状を持参しない代理人のした入札 

記名押印を欠く入札（外国人又は外国法人にあっては、代表者又は代理人本人の

署名をもって代えることができる。） 

所定の期日までに到着しない郵便による入札 

事業費内訳書を提出しなかった者又は提出した事業費内訳書に不備のある者の

した入札 

上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

 

８ 入札条件 

（１）入札保証金 

秋田県公営企業財務規程第 58条から第 61条に規定するところによる。 

 

（２）入札に伴う費用負担 

入札参加者の入札に係る費用については、全て入札参加者の負担とする。 

 

（３）契約の締結等 

県は、入札説明書等に基づき、落札者と契約に関する協議を行い、令和７年３月中に

契約を締結することを予定している。 

契約手続きにおいては、入札条件の変更を伴う交渉は行わない。ただし、「設計・施

工請負契約書（案）」の解釈について疑義が生じた場合には、契約締結までの間に、条

文の意味を明確化するために文言の修正を行うことがあり、この場合、県と落札者は誠

意をもって協議するものとする。 

なお、落札者の決定から契約の締結までの期間において、落札者の事由により契約の
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締結に至らなかった場合、又は落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱

すおそれがあり著しく不適当であると認められるときには、当該落札者との契約締結

は行わず、総合評価の上位の者から順に契約締結の協議を行うものとする。ただし、こ

の場合は地方自治法施行令第 167 条の２第１項第９号の規定に基づく随意契約とし、

地方自治法施行令第 167条の２第３項の規定により、落札金額の制限内でこれを行う。 

 

（４）契約保証金 

請負代金額の 10 分の１以上の金額とする。なお、納付方法等については秋田県公営

企業財務規程第 75条から第 77条に規定するところによる。 

 

（５）提案内容の担保 

契約後、受注者の責により、落札者決定時の提案内容が実施されていない場合におい

ては、要求水準の未達成に該当し契約違反行為となることから、一定の措置を講じるこ

とがある。これらの詳細については、設計・施工請負契約書（案）に定める。 

 

９ その他 

（１）複数提案の禁止 

入札参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

 

（２）使用言語及び通貨等 

入札参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年５月 20日法律第

51号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

（３）提案書類の取扱い及び著作権 

提出書類の著作権は、原則として入札参加者に帰属する。ただし、県は、広報

活動等に必要な範囲において、これを無償で使用できるものとする。 

落札者決定後、落札者とならなかった入札参加者の提案審査書類について、県

は、秋田県情報公開条例（昭和 62 年秋田県条例第３号）に基づき、公開する

場合がある。 

提案審査書類は返却しない。 

やむを得ない理由があるものとして県が承認した場合以外は、提案審査書類の

提出後の変更又は差替えは認めない。 

 

（４）苦情申立て 

本事業の入札参加者等が、入札に関し苦情を申し立てる場合は、「政府調達に関する

苦情の処理手続」（平成 26年４月 22日秋田県告示第 214号）によるものとする。 

 

１０ 担当部署 

秋田県産業労働部公営企業課 

（連絡先） 

〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目 1-1 秋田県庁第二庁舎６階 

電話番号 018-860-5011 

電子メールアドレス koueikigyou@pref.akita.lg.jp 

mailto:koueikigyou@pref.akita.lg.jp
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なお、持参の場合 受付時間午前９時から午後５時まで（秋田県の休日を定める条例

（平成元年秋田県条例第 29号）第１条第１項に規定する県の休日は除く） 
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第４章 Summary 

 

(1) Subject matter of contract: Design and Construction of Yoroihata and Tazawako 

Hydroelectric Power Stations 

(2) Deadline for the submission of application forms and relevant documents for 

the qualification: 5:00 p.m., 5 June 2024 

(3) Deadline for submission of tenders and proposals: 5:00 p.m., 4 December 2024 

(4) Contact point for tender documentation: Public Enterprise Division, Akita 

Prefectural Government, 3-1-1, Sannou, Akita City, Akita Prefecture, Japan 

010-8572, TEL 018-860-5011(Japanese only) 


